
特定⾮営利活動法⼈⽇本防災⼠会 会員規程 

 
（⽬ 的） 

第１条 この規程は、特定⾮営利活動法⼈⽇本防災⼠会（以下、「本会」という）の会員が本

会の運営および諸事業に対し有する権利・義務について定めたものである。 

 

（性 格） 

第２条 会員は、本会の定款に定められた⽬的と事業内容をよく理解し、財政⾯での⽀えとな

るとともに、安全で安⼼な社会の実現に寄与するものとする。 

 

（会員の種類） 

第３条 会員は、定款第６条に定める種別の通りとし、正会員は防災⼠とする。 

２ 賛助会員については特定の知識・技能・経験は問わない。 
 
（会 費） 

第４条 定款附則６に基づき、会費は、次の通りとする。 
⑴ 正会員            5,000 円 

但し、２２歳以下の正会員は、年会費を免除する。 
⑵ 賛助会員（個⼈）       5,000 円 
⑶ 賛助会員（法⼈・団体）    50,000 円 

２ 会費は、毎年４⽉１⽇より翌年３⽉３１⽇までの１か年とする。 
 
（会費の納⼊） 

第５条 会員は、毎年当該年度の会費を年度当初までに納⼊するものとする。ただし、年度

の中途に新たに⼊会した会員は、当該年度会費を⼊会の際に納⼊するものとする。 

２ 当該年度の会費を４⽉末⽇までに納⼊しなかった者は退会とする。 
３ 納⼊した会費は返還しない。 
 
（役 割） 

第６条 会員は、次に掲げる役割の遵守につとめなければならない。 

⑴ 正会員は、総会への出席 

⑵ 事業活動への参加および⽀援 

２  会員は、本会が定める会員の倫理規定を遵守しなければならない。 
 
（特 典） 
第７条 会員は、本会が発⾏する会報誌、資料、情報等の優先的配布を受けることができる。 



２ 会員は、本会が開催する⾏事、訓練等に優先的に参加することができる。 
 
（規程の変更） 
第８条 この規程は、理事会の議決によって変更することができる。 

２ この規程を変更した場合、理事⻑は速やかに会員に通知し、次に開催される総会に報

告する。 

 
（実 施） 
第９条 この規程は、令和元年 ９⽉ １⽇より実施する。 
    この規程は、令和４年１２⽉１８⽇より実施する。 


